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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年２月２０日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時３１分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 藤浦雅彦  委　　員 森西　正

委　　員 安藤　薫  委　　員 上村高義  委　　員 嶋野浩一朗

議　　長 三好義治  副 議 長 本保加津枝

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局次長代理　上　清隆

同局主幹　日垣智之 同局書記　湯原正治

１．案件

・平成１８年第１回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただいまから、議会運営

委員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けたい

と思います。

　助役。

○小野助役　おはようございます。

　寒さ厳しい中、また何かとご多忙の中

を議会運営委員会を開催賜りましてあり

がとうございます。来る２月２３日から

開催予定の平成１８年第１回定例会にお

きまして、予算案件として１４件、人事

案件３件、条例案件１６件、その他３件

の合計３６件の議案提案を予定いたして

おります。

　案件の概要につきましては、それぞれ

総務部長からご説明申し上げます。よろ

しくお取り計らいを賜りますようお願い

申し上げまして、あいさつとさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。

　それでは、第１回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第１回定例

会に上程いたします議案の概略について

説明申し上げます。

　議案第１号から議案第８号までは、各

会計の平成１８年度当初予算でございま

す。お手元に配付させていただいており

ます資料に基づきまして説明させていた

だきます。

　まず、議案第１号、平成１８年度摂津

市一般会計当初予算ですが、歳入歳出総

額は平成１８年度当初２９０億７，５５

４万円となり、平成１７年度当初予算額

３０１億８，５００万円と比べて、１１

億９４６万円、３．７％減の予算となっ

ております。

　次ページの一般会計予算総括表で歳入

の前年度比較、歳出で款別及び目的別で

の前年度比較をしておりますので、ご参

照願います。

　次に、各特別会計の当初予算ですが、

表の中ほどから下ですが、議案第２号、

水道事業会計では、収益的収入は２６億

６，６９７万５，０００円となり、対前

年度１，５１８万４，０００円、０．６

％の減、収益的支出は２３億８，８２１

万４，０００円で、対前年度比２，４２

９万円、１．０％の減となっております。

　次に、資本的収入は６，１４５万円と

なり、前年度と同額となっております。

　一方、資本的支出では７億４，４１７

万５，０００円を計上し、対前年度比２

億２，９７０万１，０００円、２３．６

％の大幅な減少となっております。

　この結果、収入合計、（１）プラス

（３）では、２７億２，８４２万５，０

００円となり、対前年度比１，５１８万

４，０００円、０．６％の減となってお

ります。その下段の支出合計（２）プラ

ス（４）では、平成１８年度当初は３１

億３，２３８万９，０００円で、対前年

度比２億５，３９９万１，０００円、７．

５％の減となっております。

　次に、上から５段目の議案第３号、国

民健康保険特別会計の平成１８年度当初

予算額は、８５億３，２３８万７，００

０円であり、対前年度比１億１，７６６

万５，０００円、１．４％の増となって

おります。

　議案第４号、老人保健医療特別会計は、

平成１８年度当初予算５１億４，９６９

万６，０００円となり、対前年度比１億

８，００２万円、３．６％増となってお

ります。

　続きまして、議案第５号、財産区財産
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特別会計では、平成１８年度当初予算１

４億２，２４７万１，０００円、対前年

度比１，６４６万２，０００円、１．１

％の減額予算となっております。

　議案第６号、公共下水道事業特別会計

予算においては、平成１８年度当初予算

額５９億３，１３７万８，０００円とな

り、対前年度比９，５８５万２，０００

円、１．６％の減となります。

　議案第７号、パートタイマー等退職金

共済特別会計は、平成１８年度当初予算

額３，５６９万３，０００円で、対前年

度比３７５万円、９．５％の減予算とな

ります。

　次に、議案第８号、介護保険特別会計

では、平成１８年度当初予算額３１億１，

３２６万４，０００円となり、対前年度

比８，０８４万１，０００円、２．７％

の増額予算となっております。

　以上の結果、全会計の合計では、表の

最下段ＡプラスＢプラスＣ欄にあります

ように、５６３億９，２８１万８，００

０円となり、前年度５７４億９，３８０

万７，０００円と比較して、１１億９８

万９，０００円の減、１．９％の減となっ

ております。

　続きまして、議案第９号から議案第１

４号までは、平成１７年度の各会計の補

正予算となっております。年度末を控え、

決算を見込みながら予算執行後の不用額

の整理、一部、増額補正も行い、予算の

調整を行っております。各会計での補正

状況を３枚目に平成１７年度摂津市３月

補正予算総括表としてまとめております。

　議案第９号は、一般会計補正予算第６

号となっております。６億４，８３４万

７，０００円の増額補正を行い、補正後

額３１６億７，２０７万２，０００円と

なります。

　続きまして、議案第１０号は、平成１

７年度水道事業の補正予算第４号で、収

益的収入では２４２万３，０００円の増

額補正、収益的支出では、１９４万円の

増額補正、資本的収入では８７万円の減、

資本的支出においても５，８７１万２，

０００円の減となります。その結果、収

入合計では、補正後額２８億１，７３６

万２，０００円となり、一方、支出合計

では、補正後額３３億７，９０３万円と

なります。

　議案第１１号は、国民健康保険特別会

計で、補正第５号として１，４２９万３，

０００円の減額補正をいたします。

　議案第１２号では、老人保健医療特別

会計の補正第２号予算となっており、補

正額１億６，９４０万６，０００円を増

額しております。

　次に、議案第１３号は、公共下水道事

業特別会計補正予算第５号として、補正

額３億３６９万９，０００円を減額する

ものでございます。

　議案第１４号は、介護保険特別会計の

補正予算第５号となっており、１億７１

０万９，０００円の減額補正となってお

ります。

　次に、議案第１５号から第１７号まで

は人事案件でございます。

　まず、第１５号案件は、公平委員会委

員の選任についてであります。現在、委

員として就任していただいております平

井正臣氏に、引き続き就任をお願いする

ものでございます。

　次の議案第１６号は、監査委員の選任

ですが、石川克己氏が５月１８日をもっ

て任期が満了となります。よって、後任

として、脇田俊弘氏の選任をお願いする

もので、議会の同意を求めるものでござ

います。また、第１７号の固定資産評価

員の選任は、現在の評価員である脇田氏

の監査委員の選任に伴い、空席となりま
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す固定資産評価員に西村勝彦氏を選任し、

議会の同意をお願いするものでございま

す。

　議案第１８号の市道路線認定の件です

が、鶴野６１号線ほか１８路線、総延長

５７５．６メートルの認定をお願いする

ものであります。

　次の議案第１９号は、市道路線廃止で

あり、一津屋１１号線ほか１路線で、総

延長２９１．９メートルの路線廃止となっ

ております。

　議案第２０号は、子どもの安全安心都

市宣言でございます。近年、悲惨な事件

に子どもが巻き込まれることが後を絶ち

ません。このような状況から、本市にお

いても安全安心対策に力を注いでおりま

すが、多くの市民の方々の協力なくして

は、効果が表れません。よって、子ども

一人ひとりの健やかな成長を願い、摂津

市全体で子どもの安全・安心なまちづく

りを目指すため、都市宣言をいたします。

　議案第２１号の摂津市国民保護対策本

部及び摂津市緊急対処事態対策本部条例

制定の件は、平成１６年９月に施行され

ました、武力攻撃事態における国民の保

護のための措置に関する法律の規定に基

づき、摂津市国民保護対策本部及び摂津

市緊急対処事態対策本部に関し、必要な

事項を定めるものであります。この条例

は、公布の日からの施行としております。

　また、議案第２２号の摂津市国民保護

協議会条例制定の件につきましても、い

わゆる国民保護法の規定に基づき、摂津

市国民保護協議会の組織及び運営に関す

る必要事項についても条例を制定するも

のであります。平成１８年４月１日から

の施行としております。

　議案第２３号は、摂津市文化振興条例

制定の件でございます。文化振興の推進

のため、基本理念を定め、市の責務や市

民等の役割を明らかにするとともに、文

化振興に関する施策の基本事項を定めて

おります。この条例は平成１８年４月１

日からの施行としております。

　議案第２４号、摂津市障害者介護給付

費等支給審査会の委員の定数等を定める

条例制定は、審査会の委員定数を１０人

以内と定めております。平成１８年５月

１日からの施行といたします。

　議案第２５号は摂津市災害対策推進条

例制定の件でございます。災害対策を総

合的かつ計画的に推進するために制定す

るものであります。基本理念を定め、市、

市民及び事業者の責務を明らかにし、災

害対策に関する施策の基本事項を定める

ことにより、災害対策を総合的に推進し、

市民の生命、身体、財産を災害から保護

することを目的としております。施行日

は平成１８年４月１日からとしておりま

す。

　議案第２６号の摂津市企業誘致条例制

定の件についてですが、産業活動を振興

し、安定した財源を確保するため制定す

るものであります。企業の摂津市への転

入を期待し、税額１億円以上の納税の場

合には、奨励金を交付する等、企業の進

出意欲を促しております。この条例の施

行日は平成１８年４月１日からとしてお

ります。

　議案第２７号の一般職の職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条

例制定の件は、自動車運転業務従事手当、

学校給食調理業務従事手当、変則勤務従

事手当、年末年始勤務手当の一部、土木・

建築工事現場業務従事手当、休日業務手

当の６件を廃止し、社会福祉事務従事手

当は月額から日額へと変更いたしており

ます。この条例は平成１８年４月１日か

らの施行としております。

　議案第２８号の摂津市手数料条例の一
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部を改正する条例制定の件は、要望のあ

りました地番参考図の写しの交付につい

て、交付環境が整ったことから、事務の

円滑化及び住民サービスの向上のため、

平成１８年度より交付いたします。よっ

て、交付手数料として１枚３００円を徴

することとしております。また、租税特

別措置法の改正により、良質住宅優遇制

度が廃止され、条文を整理しております。

　次に、議案第２９号、摂津市乳幼児医

療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件ですが、これは入院に係

る乳幼児医療費の助成の申請期限が現行

１年以内と規定されておりますが、これ

を廃止するために改正するものでありま

す。

　議案第３０号の摂津市老人医療費の助

成に関する条例等の一部を改正する条例

制定の件ですが、これは障害者自立支援

法の制定に伴い、改正するものでありま

す。摂津市老人医療費の助成に関する条

例、摂津市身体障害者及び知的障害者の

医療費の助成に関する条例、摂津市ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例の

３件について、引用部分の改正、削除が

あることから改正するものであります。

施行日は平成１８年４月１日からとして

おります。

　次の議案第３１号の摂津市立ふれあい

の里条例等の一部を改正する条例制定の

件についても障害者自立支援法の制定に

伴い、関連する摂津市立ふれあいの里条

例、摂津市立みきの路条例、摂津市立障

害児童センター条例、摂津市立せっつ桜

苑条例の施設関係４条例を改正するもの

であります。施行日は平成１８年４月１

日からとしております。

　議案第３２号の摂津市営葬儀条例の一

部を改正する条例制定の件は、市営葬儀

の飾り付け使用料の額を改定するもので

あります。市営葬儀会館使用のカトレア

は大人１６万３，５００円から１７万３，

５００円に、同じくアイリス１３万３，

５００円から１４万３，５００円に、葬

儀会館不使用のゆりの場合は、大人１６

万３，５００円は１８万８，５００円に、

同じくきくの場合は８万８，５００円か

ら１０万２，０００円にそれぞれ改定い

たします。

　また、霊柩車使用料の金額についても、

明確に規定し、特別霊柩車２万５，５０

０円、普通霊柩車１万１，６００円と規

定しております。この施行日は平成１８

年７月１日からとしております。

　議案第３３号は、摂津市立葬儀会館条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。葬儀会館の式場及び控室の使用

料の額を改定するとともに、祭壇の使用

料を新設いたします。式場・控室の使用

料では通夜から葬儀まで現行６万５，０

００円から８万円に、葬儀のみの場合は

３万８，０００円から４万６，０００円

に改定いたします。また、新設の祭壇使

用料金は１０万円といたします。平成１

８年７月１日からの施行としております。

　議案第３４号、摂津市国民健康保険条

例の一部を改正する条例制定の件ですが、

出産一時金の改定をしております。平成

１８年１０月１日以後の出産が適用され

ますが、現行３０万円から３５万円に改

定されます。この施行日は平成１８年１

０月１日からとしております。

　次に、一般被保険者に係る基礎賦課額

の保険料率の改定を行います。所得割１

００分の５５を１００分の５０に、被保

険者均等割１００分の３３を１００分の

３５に、世帯割平等割では、１００分の

１２から１００分の１５へと変更いたし

ます。また、介護納付金賦課限度額を８

万円から９万円に改定をしております。
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この施行日は平成１８年４月１日からと

しております。

　その他、障害者自立支援法の制定に伴

い条文の整備、平成１９年度から保険料

の納期を１０期に分けることとしており

ます。

　議案第３５号、摂津都市計画下水道事

業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例制定の件ですが、これは都市計

画区域の再編に伴うものでございます。

題名を摂津市都市計画下水道事業受益者

負担に関する条例に改めるものでありま

す。施行日は公布の日からとします。

　議案第３６号は、摂津市水道事業の設

置等に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。これは、水道事

業管理者を置かない、不設置とするため、

関連する摂津市防災会議条例等、１２条

例を改正するものであります。平成１８

年４月１日からの施行といたします。

　最後に今回、３６議案を提案させてい

ただきますが、国の政令の未公布、組合

との協議等により、当初発送に間に合わ

なかった議案がございます。摂津市情報

公開条例の一部を改正する条例、一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、摂津市介護保険条例の一部を

改正する条例の３件でございますが、調

整が済み成案ができましたら、追加議案

として提案したいと思っておりますので、

よろしくお取り計らいのほどお願い申し

上げます。

○柴田委員長　説明が終わりました。

　この際、質問があればお受けします。

質問ありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　質問がないようですので、

理事者の皆さんは退席いただいて結構で

ございます。

　委員会を休憩します。

（午前１０時１９分　休憩）

（午前１０時２２分　再開）

○柴田委員長　議会運営委員会を再開し

ます。

　第１回定例会審議日程及び議事日程に

ついて事務局から説明をお願いします。

　上代理。

○上事務局次長代理　それでは、平成１

８年第１回定例会の審議日程案等につい

て説明いたします。

　まず、会期は、２月２３日から３月３

０日までの３６日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議の初

日の２月２３日は、平成１８年度市政運

営の基本方針と付託案件についての提案

理由の説明、そして即決案件の審議でご

ざいます。

　この日の１７時１５分が議会議案の届

出締切でございます。

　２月２８日の正午が代表質問の届出締

切でございます。

　３月８日の本会議では、付託案件に対

する質疑、委員会付託の後、９日にかけ

ての２日間が代表質問でございます。

　１０日は建設及び民生常任委員会、１

３日が総務及び文教常任委員会でござい

ます。１４日及び１５日が常任委員会の

予備日、１６日が駅前等再開発特別委員

会でございます。

　２２日の正午が一般質問の届出締切で

ございます。

　２７日が議会運営委員会、３０日は本

会議で、一般質問に続き、休会分の委員

長報告、採決の後、議会議案となってお

ります。また、その日の本会議終了後、

議会運営委員会を開催いただき、次の定

例会の審議日程の仮決定をお願いするも

のでございます。

　以上が、審議日程案でございます。

　次に、２ページからの議事日程につい
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て説明いたします。

　まず、２月２３日につきましては、日

程１、会期決定の後、日程２が平成１８

年度の市政運営の基本方針でございます。

　日程３が、議案第１５号など人事案件

の選任同意で、先ほどの議会運営委員協

議会での態度表明をもとに、備考欄に一

括簡易採決と記載いたします。

　日程４は、議案第１号、平成１８年度

一般会計予算など付託案件の３０件で一

括して提案理由の説明を受けていただき

ます。なお、質疑は後日となります。

　日程５、議案第１８号、市道路線認定

の件と日程６、議案第１９号、市道路線

廃止の件、日程７、議案第２０号、子ど

もの安全安心都市宣言の件は、１件ずつ

上程のうえ、それぞれ即決でございます。

　次に、３月８日は、日程１が議案第１

号、平成１８年度一般会計予算など、付

託案件の３０件で、質疑の後、所管の委

員会に付託となります。

　日程２が、２月１７日に提出されまし

た請願第１号で、所管の民生常任委員会

に付託となります。

　日程３が、代表質問でございます。

　３月９日も代表質問でございます。

　最終日の３月３０日の議事日程につき

ましては、日程１、一般質問の後、日程

２が、議案第１号、平成１８年度一般会

計予算など付託案件の３１件でございま

して、所管の委員長から委員長報告を受

けていただいた後、採決をお願いいたし

ます。

　以上が、議事日程でございます。

　次に、議案付託表につきましては、ご

覧のとおり、総務、建設、文教、民生の

各常任委員会と議会運営委員会、駅前等

再開発特別委員会でご審査いただく案件

でございまして、そのうち議案第２８号、

摂津市手数料条例の一部改正につきまし

ては、市税に関する部分が総務常任委員

会、優良宅地の造成及び優良住宅の新築

等の認定に関する部分が建設常任委員会

に分割付託となります。

　次に、所管別分割表につきましては、

議案第１号、平成１８年度一般会計予算

及び議案第９号、平成１７年度一般会計

補正予算の各常任委員会と議会運営委員

会、特別委員会でご審査いただく内容で

ございます。

　以上、事務局案の説明とさせていただ

きます。

　なお、請願第１号の請願文書表につき

ましては、２月２３日の本会議開会まで

に議場配付とさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。

○柴田委員長　ただいま、事務局から説

明がありましたとおりでよろしいでしょ

うか。

　安藤委員。

○安藤委員　議案第２０号の子どもの安

全安心都市宣言の件で、ただいまご説明

いただきましたけど、本会議初日に説明

を受けて即決ということだったんですけ

ども。この子どもの安全安心都市宣言に

ついて平成１７年第２回定例会でも、議

会運営委員会の方で、どこで付託をする

のかというような話の中で、今回まで延

期になってきた案件だというふうに理解

しているわけですけれども、改めてここ

で出されてきて、それが付託されずに即

決されるということはどうなのかなと。

この間、いろいろ精査もし、審議もされ

てきて改めての提案だということでござ

いますから、改めて委員会付託をして審

議を行う中で、この都市宣言について必

要ではないかなと思うんですけども。そ

の点はどういう流れになるのでしょうか。

○柴田委員長　議長の方から説明してい

ただけますか。
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○三好議長　今、安藤委員からご質問が

あります、子どもの安全安心都市宣言に

ついて、事務局に指示いたしましたのが

即決案件ということの中で、議会運営委

員会で審議していただくと、こういう手

続きをとらせていただきました。

　この背景につきましては、先ほどご指

摘ありました昨年６月の議会運営委員会

で、教育委員会が主体で行っているとい

うことの中で、オール摂津で取り組むべ

きだという議会の指摘の中で、理事者と

して検討を重ねてまいりました。それを

受けまして、議会といたしましては幹事

長会を招集する中で、幹事長会におきま

して、この取り扱いについては都市宣言

ということで幹事長会でそれを説明させ

ていただき、そして１週間持ち帰りの中

で、るる検討していただきました。最終

的に幹事長会につきましては、子どもの

安全安心のまちづくりについては、全会

派一致ということの中で、あと私といた

しましては、これの手続きに対して議会

運営委員会で審議をしていただく、こう

いったことの中で了解を得たいと、こう

いうことでございます。

　付託という大きな問題でございますの

で、特に都市宣言を分割してやるような

案件ではないという判断をしておりまし

て、その中で即決で子どもの安全安心都

市宣言を行っていきたいと、さらに予算

につきましては、案件も見ていただいた

らわかりますが、この予算につきまして

は、それぞれ専門の常任委員会で審議を

していただく、こういう手続きをさせて

いただいておりますので、ご理解をお願

いしたいと思います。

○柴田委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　ほかにないようでしたら、

それでは、そのように決定をいたします。

　続いて、報告事項がありますので、事

務局から説明をお願いします。

　上代理。

○上事務局次長代理　それでは、報告事

項を申し上げます。

　議場での写真撮影についてでございま

す。２月２３日の市長の平成１８年度市

政運営の基本方針に関する説明のときに、

例年どおり写真撮影を行いたいとの申し

出がございます。また、３月８日、９日

に行われます代表質問時に質問議員の写

真を撮影いたしますので、よろしくお願

い申し上げます。

○柴田委員長　報告が終わりました。

　これをもって委員会を閉会いたします。

（午前１０時３１分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 柴 田 繁 勝

議会運営委員  藤 浦 雅 彦
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